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告 　 　 　 　 　 示

○●金沢市告示第312号

結核予防法（昭和26年法律第96号）第36条第４項の規定により、次の指定医療機関から指定を辞退する旨の申し

出があったので、結核予防法施行令（昭和26年政令第142号）第２条の５第２項において準用する同条第１項の規定

により告示します。

平成18年12月21日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

名　称 所　在　地 開　設　者 辞退年月日

新薬局

安藤医院

金沢市泉本町３丁目116番地

金沢市額新町２丁目26番地

有限会社　新薬局

代表取締役　新　政幸

安藤　良一

平成18年11月27日

平成19年１月１日

公 　 　 　 　 　 告

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第１項の規定により、土地区画整理組合の理事の就任の届出があ

ったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告します。

平成18年12月21日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

金沢市中屋土地区画整理組合

就任した理事

氏　　　名 住　　　　　所 就 任 年 月 日

吉　川　　昭　治

堀　　　嘉　忠

中　川　　直　洋

中　森　　攻　昭

中　森　　康　幸

金沢市中屋町東139番地

金沢市中屋町東142番地

金沢市中屋町73街区１番地

金沢市中屋町東232番地

金沢市中屋町東216番地

平成18年12月10日

平成18年12月10日

平成18年12月10日

平成18年12月10日

平成18年12月10日
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次の開発行為に関する工事が完了し、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により検査済証を

交付したので、同条第３項の規定により公告します。

平成18年12月21日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保

１

２

開発区域に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市増泉５丁目62番１

金沢市光が丘３丁目286番

白山市成町441番地３

山崎　務

金沢市光が丘３丁目255番地２

辻井　英夫

開発区域に含まれる地域の名称 公共施設の種類、位置及び区域 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市諸江町中丁414番１及び414番６

から414番11まで

金沢市三ツ屋町ロ20番１及び20番３か

ら20番５まで

金沢市畝田西２丁目44番１から44番５

まで、48番２及び204番の一部

金沢市白菊町225番３及び225番５から

225番26まで

道路　金沢市諸江町中丁414番１

道路　金沢市三ツ屋町ロ20番４

道路　金沢市畝田西２丁目44番

４、48番２及び204番の一部

道路　金沢市白菊町225番６、

225番９、225番10及び225番19

緑地　金沢市白菊町225番20

金沢市粟崎町ニ３番地３

株式会社　笹舟住研

代表取締役　西野　俊明

金沢市諸江町26番７号

株式会社　アプリケーション

代表取締役　垣内　申治

金沢市北安江２丁目15番17号

株式会社　橘土地

代表取締役　橘　清和

金沢市西泉１丁目66番地１

ニューハウス工業株式会社

代表取締役　村上　紀夫

金沢市入江３丁目29番地

株式会社　玉家建設

代表取締役　神　亮一

金沢市駅西本町１丁目３番15号

コーワ商事　株式会社

代表取締役　山田　外志雄

消 防 局 公 告

金沢市消防出初式を実施するため、次により消防車のサイレンを使用します。

平成18年12月21日

金沢市消防長　　宮　　　本　　　健　　　一

場所　彦三町交差点～むさし交差点～下堤町南交差点

日時　平成19年１月７日（日） 午前９時から午前11時まで


